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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

５６

規

則

○
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
関
す
る
規
則
…
…
…
…
…（
総
務
局
人
権
部
企
画
課
）…
�

規

則

東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
三
号

東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
う
た
わ
れ
る
人
権
尊
重
の
理
念
の
実
現
を
目

指
す
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
第

四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
届
出
者
の
要
件
）

第
三
条

条
例
第
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
届
出
者
」

と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い
る
者
と
す
る
。

一

届
出
者
の
双
方
が
と
も
に
成
年
に
達
し
て
い
る
こ
と
。

二

届
出
者
の
双
方
が
と
も
に
婚
姻
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に

あ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
し
て
い
な
い
こ
と
。

三

届
出
者
の
双
方
が
当
該
届
出
に
係
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
以
外
の
者
と
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
に
な
い
こ
と
。

四

届
出
者
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
の
相
手
方
が
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

第
七
百
三
十
四
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
直
系
血
族
又
は
三
親
等
内
の
傍
系
血
族
又
は
同
法
第

七
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
直
系
姻
族
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
に
基

づ
く
養
子
縁
組
に
よ
る
場
合
を
除
く
。

五

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

ア

届
出
者
の
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
都
の
区
域
内
（
以
下
「
都
内
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
居
住
し
て
い
る
こ
と
。

イ

届
出
者
の
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
届
出
の
日
か
ら
三
か
月
以
内
に
都
内
へ
の
転
入
を
予

定
し
て
い
る
こ
と
。

ウ

届
出
者
の
双
方
又
は
い
ず
れ
か
一
方
が
都
内
に
お
い
て
就
業
し
、
又
は
就
学
し
て
い
る
こ
と
。

（
届
出
）

第
四
条

前
条
の
届
出
は
、
双
方
か
ら
、
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
係
る
宣
誓
・
届
出

書
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に
総
務
局
長
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
受
理
証
明
書
の
交
付
）

第
五
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣

誓
制
度
受
理
証
明
書
（
別
記
第
二
号
様
式
。
以
下
「
受
理
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

（
通
称
名
及
び
子
に
関
す
る
記
載
）

第
六
条

知
事
は
、
届
出
者
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
事
項
を
受
理
証
明
書
の
特
記
事
項
欄
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

日
常
的
に
使
用
し
て
い
る
通
称
名

当
該
通
称
名

二

届
出
者
と
生
計
を
一
に
す
る
未
成
年
の
子

当
該
子
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
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（
変
更
等
の
届
出
）

第
七
条

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
受
理
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
に
係
る
変
更
届
（
別
記
第
三
号
様
式
）
に

総
務
局
長
が
別
に
定
め
る
書
類
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
を
添
え
て
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
が
解
消
さ
れ
た
と
き
。

二

第
三
条
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

三

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
関
係
に
あ
る
者
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
一
方
が
死
亡
し
た
と
き
。

四

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
。

（
再
交
付
）

第
八
条

受
理
証
明
書
の
再
交
付
を
希
望
す
る
者
は
、
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
受
理
証

明
書
再
交
付
依
頼
書
（
別
記
第
四
号
様
式
。
以
下
「
再
交
付
依
頼
書
」
と
い
う
。
）
を
知
事
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
再
交
付
依
頼
書
に
加
え
て
、
第
三
条

の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
の
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
は
、
受
理
証
明
書
を
再
交
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
不
交
付
事
由
）

第
九
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
受
理
証
明
書
を
交
付
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

一

届
出
の
内
容
に
虚
偽
が
あ
っ
た
と
き
。

二

受
理
証
明
書
を
不
正
に
改
ざ
ん
し
た
と
き
。

（
委
任
）

第
十
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
東
京
都
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
誓
制
度
の
実
施
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
総
務
局
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
同
年
十
月

十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
受
理
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に

お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。



（増刊 56）東 京 都 公 報令和4年6月22日（水曜日）３



令和4年6月22日（水曜日）東 京 都 公 報（増刊 56） ４



（増刊 56）東 京 都 公 報令和4年6月22日（水曜日）５



令和4年6月22日（水曜日）東 京 都 公 報（増刊 56） ６

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


